
港
湾
の
活
性
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

港
湾
法
の
一
部
改
正

一

特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
の
機
能
の
高
度
化
に
よ
る
港
湾
の
運
営
の
効
率
化

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
特
定
重
要
港
湾
で
あ
っ
て
、
長
距
離
の
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
運
送
の
用
に
供
さ
れ
、
か
つ
、
民
間

事
業
者
に
よ
り
一
体
的
に
運
営
さ
れ
る
一
定
の
規
模
以
上
の
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
国
際
コ

ン
テ
ナ
埠
頭
の
機
能
の
高
度
化
に
よ
り
当
該
特
定
重
要
港
湾
の
運
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
が
国
際
競
争
力
の
強
化
の
た

め
に
特
に
重
要
な
も
の
を
、
指
定
特
定
重
要
港
湾
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
の
二
関
係
）

２

指
定
特
定
重
要
港
湾
に
お
け
る
１
の
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
（
以
下
「
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
」
と
い
う
。
）
の
運
営

者
は
、
指
定
特
定
重
要
港
湾
の
港
湾
管
理
者
（
以
下
「
特
定
港
湾
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ

埠
頭
の
運
営
の
事
業
が
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
旨
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
条
の
四
関
係
）

３

特
定
港
湾
管
理
者
は
、
指
定
特
定
重
要
港
湾
ご
と
に
、
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
機
能
高
度
化
協
議
会
を
組
織
す
る
こ



と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
条
の
五
関
係
）

４

特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
を
構
成
す
る
行
政
財
産
で
あ
る
国
有
財
産
若
し
く
は
公
有
財
産
又
は
外
貿
埠
頭
公
社
の
岸
壁

等
を
、
２
の
認
定
を
受
け
た
運
営
者
（
以
下
「
認
定
運
営
者
」
と
い
う
。
）
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。

（
第
五
十
五
条
関
係
）

５

国
は
、
特
定
港
湾
管
理
者
が
認
定
運
営
者
に
対
し
、
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
を
構
成
す
る
荷
さ
ば
き
施
設
等
の
建
設

等
に
要
す
る
資
金
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
貸
付
け
の
条
件
が
一
定
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と

き
は
、
そ
の
貸
付
金
額
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
金
額
を
無
利
子
で
当
該
特
定
港
湾
管
理
者
に
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
八
関
係
）

二

入
出
港
届
そ
の
他
港
湾
管
理
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
で
あ
っ
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
様
式
を
、
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
条
第
一
項
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

港
湾
運
送
事
業
法
の
一
部
改
正

一

港
湾
運
送
事
業
に
係
る
参
入
規
制
、
運
賃
・
料
金
規
制
等
の
見
直
し



１

特
定
港
湾
制
度
を
廃
止
し
、
特
定
港
湾
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
五
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

２

特
定
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運
送
事
業
の
参
入
規
制
に
つ
い
て
、
免
許
制
か
ら
許
可
制
に
す
る
と
と
も
に
、

港
湾
運
送
供
給
量
が
港
湾
運
送
需
要
量
に
対
し
著
し
く
過
剰
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
基
準
を
廃
止
す
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
及
び
第
六
条
第
一
項
関
係
）

３

特
定
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運
送
事
業
の
運
賃
及
び
料
金
の
設
定
又
は
変
更
に
つ
い
て
、
認
可
制
か
ら
事
前

届
出
制
に
す
る
と
と
も
に
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
届
け
出
ら
れ
た
運
賃
又
は
料
金
が
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
港
湾
運
送
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
運
賃
又
は
料
金
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

４

港
湾
運
送
の
引
受
義
務
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

５

特
定
港
湾
以
外
の
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運
送
事
業
の
休
止
又
は
廃
止
を
許
可
制
か
ら
事
前
届
出
制
に
す
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。

（
第
二
十
条
関
係
）

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
港
湾
運
送
事
業
者
の
事
業
に
つ
い
て
利
用
者
の
利
便
そ
の
他
公
共
の
利
益
を
阻
害
し
て
い
る
事
実



が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
港
湾
運
送
事
業
者
に
対
し
、
事
業
計
画
の
変
更
そ
の
他
の
事
業
の
運
営
を
改
善
す
る
た

め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

二

検
数
人
等
の
登
録
制
度
の
廃
止
等

１

検
数
人
等
の
登
録
制
度
を
廃
止
し
、
検
数
人
等
の
禁
止
行
為
等
の
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
六
項
、
第
七
条
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
、
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
の
三
関
係
）

２

検
数
事
業
等
の
許
可
基
準
と
し
て
、
検
数
事
業
等
の
公
正
か
つ
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
体
制
が
整
備
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

３

検
数
事
業
等
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
公
正
に
検
数
、
鑑
定
又
は
検
量
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
二
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

港
則
法
の
一
部
改
正

一

夜
間
入
港
の
制
限
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。



第
四

附
則
関
係

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
国
際
コ
ン
テ
ナ
埠
頭
の
機

能
の
高
度
化
に
よ
る
港
湾
の
運
営
の
効
率
化
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
、
港
湾
運
送
事
業
に
係
る
参
入
規
制
、
運
賃
・
料
金
規
制
等
の
見
直
し
等
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
関
係
）


